
モニター企業の募集について

働き⽅改⾰や健康経営に関⼼のある企業様
アンケート調査やインタビューにご協⼒いただける企業様

2025年4⽉に�改正「育児・介護休業法」が施⾏されました！
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私たちは「仕事と介護の両立支援サービス」を提供するためのモ
ニター企業を募集しています。このサービスは、従業員が仕事と
介護を両立できるよう支援し、企業全体の生産性向上を目指すも
のです。

企業の
皆様へ

モニター企業様向けキャンペーンの内容
�1.�仕事と介護の両⽴に関する実態調査
 �従業員へのアンケート調査や経営陣/⼈事部⾨へのインタビューを⾏います。
�2.�実態調査の結果をフィードバック
 �実態調査の分析とインタビュー結果をレポートとして報告します。

HP� ：https://wel-fare.jp/

2025年4⽉の育児・介護休業法改正施⾏に伴い、企業には様々な対応と取り組みが求め
られます。法改正によって義務付けられる主要な対応として、「介護休暇取得要件の緩
和への適応」、「テレワーク導⼊の推進」、「相談窓⼝の設置」、そして「介護と仕事の両
⽴⽀援のための情報提供体制の強化」が挙げられます。これらは最低限の法的要求であ
り、企業はこれらを確実に実施することが必要です。

参加条件

詳細は裏⾯をご覧ください。

先ずは実態把握から！

メールまたはホームページのお問い合わせフォーム
からお気軽にご相談ください。

＜企業様のメリット＞
貴社の仕事と介護の両⽴に関する現状と課題が明確になり、法改正に対応した効果的な両⽴⽀援
策を検討できます。従業員の離職防⽌や⽣産性向上、企業イメージ向上に繋がり、働きやすい職
場環境づくりのきっかけとしてご活⽤ください。

Email：yccegy@ycc.co.jp



提供するサービスのメニュー
1.実態調査（アンケートの聴取と分析）
2.インタビュー（経営陣・⼈事担当者へのインタビュー）
3.実態調査とインタビュー結果のフィードバック
4.介護に関する基礎情報の提供⽀援
5.研修やワークショップの実施⽀援
6.個別相談の充実⽀援（相談窓⼝の設置）
7.コミュニティの形成⽀援
8.⼈事労務制度の充実⽀援

1. 申込み 2.�事前ヒアリング

4.�インタビュー 6.�報告

仕事と介護の両立支援サービス
モニター企業様向けキャンペーンの詳細

モニター企業様向けサービスの流れ（１ヶ⽉から１.５ヶ⽉程度で実施）

モニター企業様向け
キャンペーン（無償）の範囲

モニター期間終了後も継続して
有償サービスをご利⽤いただけます。

実態調査の⽬的・調査項⽬・アウトプット

1.介護経験の有無、現在の介護状況
2.企業内の介護⽀援制度の把握と利⽤状況
3.介護⽀援制度を利⽤しなかった理由
4.介護に関する企業内の相談先
5.今後３年以内に介護を⾏う可能性
6.介護に対する不安、介護離職の可能性
7.公的介護保険制度の知識について

実態調査により、「介護をしながら働く従業員の実態把握」「将来的な親の介護への不安」「介護に関する知識レベ
ル」「企業内の⽀援制度の評価」などを把握することができ、「介護離職防⽌」に向けた対策検討の⼀歩となります。

アンケート項⽬の⼀部

集計結果をグラフで可視
化し、わかりやすいレポ
ートを提出します。

電話、メール、WEBなど
による申込み

アンケート項⽬やインタビュー⽇
程などについて打合せ

3.�アンケート

WEBアンケートの開始

経営陣や⼈事部⾨へのインタビュー

5.�報告レポートの作成

アンケートの分析とインタビュー
結果の取りまとめ

アンケートの分析とインタ
ビュー結果の報告、今後の
対策検討

申し込み後１週間 ２週間程度

アンケート期間中に実施 １週間程度 ５週⽬


